
伊丹市 定例記者会見
令和8年1月26日(月)

１．伊丹市災害弔慰金等支給審査委員会の設置

２．伊丹病院 近畿中央病院間の交通アクセス向上策について



伊丹市災害弔慰金等支給審査委員会の設置

【担当課】危機管理室

災害弔慰金および災害障害見舞金

審査体制を事前に整える

ため常設します。
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災害弔慰金および災害障害見舞金を支給するための審査体制を事前に整えるため、「伊丹市災害弔慰金等支給審査委員会」を

常設で設置しました。

「災害関連死」などの認定の際に、災害と死亡あるいは災害と障害との因果関係の有無について判定が困難な場合に、

市が審査委員会に諮問し審査していただきます。

1 役割

・災害弔慰金および災害障害見舞金の支給に係る死亡または
障害と災害との因果関係の判定に関すること。

・判定に係る基準の検討に関すること。
・そのほか、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給に
関し必要な事項

委員会
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構成メンバー

氏 名（ふりがな） 職 業

武本 夕香子（たけもと ゆかこ） 弁護士

帆足 智典（ほあし とものり） 弁護士

吉村 史郎（よしむら しろう） 医師

※条例上、委員は５人以内と規定。任期は３年（再任可）

（敬称略、５０音順）
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交通アクセス向上策について

【担当課】伊丹病院統合新病院整備推進班

～近畿中央病院の診療休止に伴う直通シャトルバスの運行～

無料の直通シャトルバス

を運行します
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これまで近畿中央病院を利用されている同病院周辺にお住いの患者の皆様が、

市立伊丹病院へ通院する場合の交通アクセス向上策として、

公立学校共済組合と共同で無料の直通シャトルバスを運行する手続きを進めます。

運行概要

運行ルート 市立伊丹病院 近畿中央病院の間の直通運行を予定しています。

運行本数
８時～１８時の間で１時間に１本程度の往復を予定しています。 
(土日・祝日、年末年始を除く。診療時間を考慮し片道運行の時間帯あり。)

乗車定員
９名
（車両の機能から車椅子には対応していません）

時刻表・乗降場所

現在調整中です。

両病院の院内掲示およびホームページ、広報伊丹４月号でお知らせする予定です。

運行期間 現時点では、統合新病院の開院予定を踏まえて、令和８年４月から２年間を予定しています。
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